
　町内会だより

令 和 ７ 年 ８ 月 1 日

◎　敬老の記念品贈呈について

◎　交通事故防止のために

　や，車道への急な飛び出しをさせないなどの御指導をよろしくお願いします。

　また，各御家庭におかれましても，歩道上に自家用車を駐車するなど，歩道の

　通行の妨げにならないよう，御協力をお願いします。

　本年度も，昨年度に引き続き，町内会から，本年１月１日から１２月３１日

までの間に７０歳（昭和３０年生まれ）、７７歳（昭和２３年生まれ），

８８歳（昭和１２年生まれ），９９歳（大正１５年・昭和元年生まれ）に

なられる方に敬老の記念品を贈呈いたします。

　該当される方がいらっしゃるご家庭は，別添の敬老者調査票にお名前，生年

  交通事故防止のためにも，各御家庭において自転車を運転する際の交通マナー

　月日を記入願います。

　小学校も夏休みに入りましたが，子供たちが昼間遊ぶ機会も多くなります。

日の丸東町内会



○　敬老者調査票（令和７年度）

 班長さんは対象者がいなくても総務部長（片野）へ提出してください。

 総務部長へ連絡がなければ、対象者がいないのか、忘れているのかの

 判断が出来ません。

      　　班

住所 世帯主氏名 対象者氏名 生年月日 年齢

北○○条東△△丁目×－□ 日の丸　太　郎 日の丸　花　子 昭和22年9月18日 70歳

　※　欄が不足する場合は，裏面に記載願います。　


